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１．【開催案内】観光庁より
　　　「地域一体型ガストロノミーツーリズムの推進事業」の成果報告会
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
　観光庁が実施する「地域一体型ガストロノミーツーリズムの推進事業」の
成果報告会のお知らせです。農林水産省では、観光庁とも連携して、同庁が
実施するガストロノミーツーリズム、特にGIと観光分野の連携の取組を進めて
おります。一昨日開催された、日本地理的表示協議会（JGIC）シンポジウムに
おいてもGI×ツーリズムをテーマとして、以下の成果報告会にも登壇いただく
DMOやつしろ様から取組をご紹介いただきました。GI生産者団体の皆さまはも
ちろんのこと、行政関係者、関係団体にもGIツーリズムという意味でもご参考
になると思いますので、ご都合つきましたらご視聴いただければ幸いです。

【日時】
　3月14日（木）10時-12時
【開催方法】
　オンライン（ZOOMウェビナー）
【参加方法】
　ZOOMウェビナー事前登録制
　申し込みURL：
　https://zoom.us/webinar/register/WN_Ie3FpT6TRTOT-pIznq0MXw
【プログラム】
　第1部：実証事業者による成果報告（三浦市、三方五湖DMO株式会社、一般社
　　　　団法人野沢温泉マウンテンリゾート観光局、一般社団法人DMOやつしろ）
　第2部：パネルディスカッション
　・ガストロノミーツーリズムを推進する必要性
　・ガストロノミーツーリズム推進の課題
　・地域の食の魅力の磨き上げのポイント
　・今後ガストロノミーツーリズムを推進していく地域へのアドバイス
　（登壇者）
　・井門隆夫様/國學院大學 教授
　・家中みほ子様/株式会社ぐるなび
　・五十畑真理子様/株式会社ジオード
　・山科沙織様/The Hidden Japan合同会社
　第3部：講評（井門隆夫様）
【観光庁HPリンク（お知らせ）】
　https://www.mlit.go.jp/kankocho/page05_000309.html

　※参考情報（本事業概要）
　　観光庁では、地域一体型ガストロノミーツーリズムの推進に向け、各地域に



　おける戦略策定やコンテンツ造成等を支援しております。
　　令和5年度「地域一体型ガストロノミーツーリズムの推進事業」では、
　13の実証事業を選定し、専門家による伴走支援を実施いたしました。
（採択地域：https://www.mlit.go.jp/kankocho/page05_000263.html）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
２．【開催案内】観光庁より
　　　観光庁事業「地域観光新発見事業」公募開始のお知らせ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――　
　観光庁では、地域の観光資源を活用した地方誘客に資する観光コンテンツに
ついて、十分なマーケティングデータを活かした磨き上げから適時適切な誘客
につながる販路開拓及び情報発信の一貫した支援を行う地域観光新発見事業を
実施することとしており、この度公募を開始しましたので、お知らせいたします。

　公募期間は令和6年3月8日(金)〜4月17日(水)12:00となります。

　本事業は地域に根差した観光コンテンツを造成する取組であり、地域におけ
る産業連携を通じて観光消費拡大を図るものとして農業関連事業者の皆様も
ご活用いただけます。是非、DMO、観光関連事業者、農業関連事業者等が一体
となって、取り組んでいただけますと幸いです。
　なお、本事業では事業計画策定に資する観光マーケティング分析支援やセミ
ナー等を通じた情報提供を行う申請前支援を実施しております。よりよい申請
提案を行えるよう申請前支援を活用いただけますと幸いです。みなさまの地域
観光新発見事業へのご応募お待ちしております。

【本事業サイト】
https://shinhakken.go.jp/

【本事業に関するお問合せ先】
　地域観光新発見事業事務局
　電話：03-4531-0125　メール：info@shinhakken.go.jp
　（事務局営業時間　10:00～17:00／土日祝・年末年始はお休み）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

（編集後記）GIで親子のコミュニケーション
　私には二歳の息子がいるのですが、GI産品を食材として使ってお料理を
作ったときには、その食材の持つ特徴や背景にあるストーリーを話すように
なりました。
　親ばかですが、二歳児なりに理解して食べているように見えます。
もっと大きくなったら、GI産品巡りの旅に一緒に行くのも楽しそうだな、
と思う今日このごろです。（H）

※編集後記は地理的表示（GI）担当職員の個人的な雑感を述べたものであり、
農林水産省の見解を示すものではありません。
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[地理的表示メールマガジン]
　発行：農林水産省輸出・国際局知的財産課
　住所：〒１００－８９５０　東京都千代田区霞が関１－２－１
　電話番号：０３－３５０２－８１１１（内線４２８４）
　https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/mailmag/index.html



　メールアドレスの変更、メールマガジンの配信登録、配信停止はこちら
　https://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/chg.html
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